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↑╣┌ ⌐Γ3.11 Δ─

╩ ╗ ה

≢⁸ ⅛╠ ╕≢ ⁸

⁸ ─ ─ ⅜₈

₉≢ ╕╡⁸ ⌐│⁸ ∂

ↄ ⌐ ↑≡─ ה ה

⅜ ↕╣≡™╢≤─↓≤ 7.7

♥꜠ⱦ ╛ 7.8 ⁹ ─ ⌐╟

╢ ה │ ─ ⌐

⌂╦╣╢↓≤⅜ ™≤ ╦╣╕∆⅜⁸∕─√

╘─ ה ⌐╟╢ │Γ ╩ ⇔≡Δ

⌂╦╣╢≢№╤℮↓≤│⁸ ה

─√╘─₈ ₉─ ⌐

⅜ ↕╣≡™√↓≤⅛╠╙⁸ ⅜≈

⅝╕∆⁹∕─╟℮⌂ ╩ ה ∆╢

╛⁸ ╩ ⌐⇔≡™╢│∏─

╛ ─ ╙⁸ ─ ≤⇔≡│ ⅎ

⌂™⅛╠ ⁸ ─ ⌐

≢ ╩Γ ™╢Δ ⌐⁸

╠ ╩ ∂⌂™╙─≤ ╦╣╕∆⁹ 

≤↓╤≢⁸ ⅜╟╡ ⌐⌂∫√─│⁸ 7.8

≢Γ√╕√╕Δ№╢™│ ⅜

⌐ ⌐ ∫≡™√₈  │ ₉

≤™℮ ⇔─ ≢⁸₈ ─ ⅛╠ ─ ╕

≢─ ⌐ ─ ╩ ╠∑╢ₐ ▬fi♃

─Ᵽꜟₑכ ╡ ╖⅜⁸ ≢ ⅎ ╘√₉

≤™℮ ≢∆⁹∆≢⌐ │▬

fi♃כⱣꜟₐ ─ ₑ╩ ⌐

↑≡™╢≤─↓≤⁹ ה ה ⌂≥

╩ ⅎ╣┌ ≢╙ ⌂ ה ╩

≢⅝⌂™⅛╙⇔╣╕∑╪⅜⁸ ↄ₈ ⅝

∆⅞₉ ⇔ↄ│₈ ⅛∑∆⅞₉∞≤ ™╕∆⅜

─ ⌐│ ─ ⅜№╡∕℮≢⁸

⌐╙≈⌂⅜╢≤ ╦╣╕∆⁹∕

╣ ⁸ ─ │ ─

⌐ ⇔⁸ ⌐│ ╠⌂⅛∫√≤─↓≤⁹ 

 

↕≡⁸ ₐ ◦fi◒ 

⌂− │◦fi◒꜡⇔√⅜╢─⅛ₑ

╩ ⇔╗ ⁸2014.2 ⌐│

⅜ ⅛╣√₈ⱱ♃ꜟ─ ₉⌂≥─

™ ⅜™ↄ≈╙ ∫≡™╕∆⅜ ◦fi

Ⱶfi◓≢⅔⌂∂╖─₈◦fi▬☻ה♪☼▬♫꜡◒

◒fi◦ה꜡◒ ה ₉≢∆ ⁸∕─ ≈

⌐₈ ─ ↕₉≤₈ ₉≤─

⅜№╡╕⇔√ ⁹ ─ ─╟

℮⌐ ⌐ ∆╢₈

₉⌐ ⅜⌂↕╣≡™╢ ⅛≢₈╙

≤╙≤─ⱥ♩─ ה │

╟╡╙ ™₉⁸₈ ⌂≥─ ≢ ⌐

↕╣≡™╢₉≤™℮ ╩ ™√ ╙

⌂ↄ⌂™─≢│ ⁸₈ ⅜ ╩ ╢

⅛╠ ≢ ⅜ ⌐⌂╢₉≤⇔

≡⁸₈ⱨ▫כꜟ♪ ⅛╠Ν ⅛╠

⌐⅛↑≡─ ≢⁸ ─ ╛

⌐ ∆╢ ⅜ ↄ⁸ ─ ─

⅜ ↓╡╛∆ↄ⌂╢⁹↓─ │⁸

╩ ╕⇔≡™╢⌐│ ↕⌂™─∞ΊΊ↓≤⌐⁸

≢│№╢⅜ ⌂ ╩⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂

™ │ ₉≤⇔≡⁸₈↓─ ╩a ♂fiⱦה

≥fiₑכ♂ ╪≢™╢₉≤─↓≤≢∆ ╩

↑≡ ⇔≡™╢─⌐⁸ ⌐│ ─

√╘ ה ⅜ ⇔≡™╢─≢⁸ⱱꜝ

כ ⌐ ∆╢₈♂fiⱦ ⅝ ╢

₉ ⌐⌂∫≡⇔╕℮ ⁸≤™℮↓≤ ⁹

∕⇔≡⁸ⱥꜙכⱴfiכꜝ◄ה Ⱶ☻ ≤

ꜟ▬ⱴכꜞ☻√™≈┘ ⁸♅▼ꜟⱡⱩ

▬ꜞ ⁸▬fi♪הⱲⱤכꜟ≢─ ●☻

⁸▪ꜝ☻◌≢─♃fi◌כ

⌂≥⅜⁸™∏╣╙ ⌐ ⅝≡™╢↓≤╩

⇔≡™╕∆ pp.133- 134⁸pp.156- 157⁸ │

p.172 ⁹ 
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⅔∕╠ↄ ╙⅜Γ ⌐Δ ⅛╠ ↑

⌐⅛↑≡─ ╡ ╛ Ⱶ☻

╡ ─ ╩ ∂≡™╢≤ ™╕∆

⅜⁸ ה ⅜ⱥ♩─ ⅛╠

⌐ ∂╢↓≤╩ ⅎ╣┌⁸ ≤™℮Γ

Δ⌐⅔™≡│⁸ ≢ⱥꜙ

─כꜝ◄הⱴfiכ ꜞ☻◒ ╩

⌐ ↕∑╢√╘⁸ ─₈♂fiⱦכ♂הfi₉╩

╕√← ≢─ │⁸≤╡╦↑

─ ⅜ ∆╢ ╛ ≢│

⌐ ╘╢═⅝∞≤ ™╕∆⁹

≢│ 1.5 ─ ⅜⁸ ⌂╠

1.33 ─ ⅜⅛⅛╢≤ ⅜Γ ⅛╠

ה Δ⇔≡⅔↑┌™™∞↑─ ≢⁸

⌐≤∫≡╙ ─ ꜞ☼ⱶ⌐≤∫≡╙⁸≤

≡╙ ╕⇔™╙─⌐⌂╡╕∆⁹√∞⇔⁸ ⅜

ⱬכ꜡☻כ♪ ╩∆╢ ╡⁸

⌐ ─₈♂fiⱦכ♂הfi₉ ╩⌂ↄ∆↓

≤│≢⅝∏⁸ ─ Ⱶ☻─ ה │

─ ≤│ ⌐⌂╡╕∑

╪⅛╠⁸╛│╡ ⇔⌂™↓≤⅜ ─

≢∆⁹ 

 

⌂⅔⁸ ≢│⁸ ─

─Γ Δ⅜ ⱷ♦▫▪≢

↕╣√╟℮≢∆⅜⁸ │∕╣⌐ ⅝⌂

╩ ⅎ≡™╕⇔√⁹∕╣│⁸ ╪∞

⁸ ₐ▪ⱳ꜡ ₑ

⁸1995.6 ≢⁸ ⅛╠ ⌐ ∆╢╕

≢─ ⁸ ─ ⅜ ─ ≢

│ ₈ ⱶכ♅ ₉ ⅝⅜כⱷfiⱣה

∟╪≤ ≢ ה ⌐ ⌂╦╣√↓≤⅜

ↄ ⌐ ∫≡™√⅛╠≢∆⁹ │ ─

╩⅛↑√₈ ₉≢⁸ │ ה

─₈ ₉∞⅛╠≤™℮ ™≢

↑╢═⅝≢│⌂ↄ⁸ ⌐╙ ⅜™≈

╙ ╡⌐ ╩ ≢⅝╢ ה

╩ ∂╢ ╩ ⇔≡™√⅛≥℮

⅛≤™℮₈ ₉ ─ ─ ™⌐

∆╢╙─∞≤ ™╕∆⁹ 

⌐№√∫≡ │⁸

2015.3.17 1- 4- 2 ─

  3.10

─ ≢⁸ ─ ה

ה ╩ ⇔⁸ ⅎ┌⁸₈ 6- 4(2)  

⅜ ⇔√

₉ ⌐│⁸ ≤

℮∟

≢ ≤⇔≡™╕∆⅜⁸

│ ─ ⅜ ↕╣≡™╕∆⁹

╕√⁸₈ 6- 6 LOCA ₉ ⌐│⁸

≤ ≢

⌐ √╢ ≢∆⅜⁸ │

─ ⌐

─ ╩ ⌂∫√╡⁸

│↕╠⌐ ─ ╙ ℮↓≤

⅜ ↕╣≡™╢╟℮≢∆⁹╕√⁸a ╡ Ї255 

ₑ≢ ⇔√ 2015.2. 10 2- 1─

─

│⁸ ─₈ ה ╩≤╢√╘─

╩ ₉⇔√≤↕╣≡™╕∆⅜⁸

─℮∟─◦ꜟ♩ⱨ

▼fi☻ │₈ ─

⌐≡ ∆╢₉≤↕╣≡™╢↓≤⅛╠⁸

⌂ ה │ ↕╣≡™╕∑╪⁹ 

ⱥꜙכⱴfiכꜝ◄ה─ ⌐⌂╢

─ ─ ⌐ ⇔⁸

│⁸ ─ ⌐⅔™≡│ ⌐╟╢

⅛╠─ ╙ ≢⅝╢≤⇔ 3.17

─ 6- 1 ⁸∞⅛╠ ≤ ⇔≡™

╢≈╙╡─╟℮≢∆⅜⁸ ה ⌐Γ ─

Δ≤ ∆ ─ ⅝™ ≢│⁸∕

─╟℮⌂ │ ≢∆⁹ 

⌐│ ה ─Γ ⱥכ꜡כ

Δ⌂≥ ⇔≡ ╡╕∑╪⅛╠⁸

ה ╩ ∆╢↓≤≢

⅜Γ ⱥכ꜡כΔ≤⌂∫≡ ⇔™╙─

≢∆⁹ 

  2015.7.26  

ⱪכꜟ◓   
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2015.7.22 ≢⁸ ─₈ ₉

⌐ ╦∑⁸ ⅜ SPEEDI☻Ⱨכ♦

▫ Ⱡ♇♩꞉כ◒◦

☻♥ⱶ ⌂≥─₈ ₉

╩ ∆╢ ─ ╩⁸ ה

⅜ ⌐ ∆╢↓≤⌐⌂╡╕⇔√

7.23 ⌐╙ ⌂ ⁹ 

─ √⌂ ─
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≢│⁸SPEEDI ⌐ ╢─≢│⌂ↄ⁸

⸗♬♃ꜞfi◓─ ⅜

⌐ ה ⌐ ≢⇔╞℮⅛ ╛

⌐♃כ♦ ≠™≡ ה ∆╢╟℮⌐

ꜟ▬ⱴכꜞ☻⁸1979╙≢⁹∆╕™≡╣╠╘

╩ ↑ 1980⌐ ⅜ ╕╡⁸2010╕≢⌐

╙─ ╩⅛↑√◦☻♥ⱶ

p.171 ╩Γ⅔ ╡Δ⌐∆╢─│

⌐╙∫√™⌂™ ≢∆ ◦☻♥ⱶ─

ה ╩ ⅎ╣┌₈ ₉≢

⅜№╢⅛╙⇔╣╕∑╪⇔⁸ ─

─₈ ₉≢⌂™₈ ₉╩

⇔≡™╢√╘ ─ ─ ⅝⌂Γ ⌂

╙─Δ≤─ ₈ ⌐ ⌐ ≈a

₉e pp.12- 23 2013.12 ╙

№╡╕∆⅜ ⁹ ─ ─ √⌂ ≢╙⁸

⅜╕∏│ ⌐ ⇔≡⁸ ⌐ SPEEDI

╩♃כ♦ ∆╢⇔⅛⌂™╟℮≢∆⅜⁸

⌐Γ ╩ ⅝Δ ─ ╩

⌐↕∑⁸ ה ╛ ⌐ ⌐

≢⅝╢╟℮⌐∆═⅝≢∆⁹ 

↕≡⁸ ⅜ ⌐⌂∫√─│⁸

₈SPEEDI ─ ─ ⌐≈™≡₉≢⁸

⅜ ≤ ⌂╢ ╩ ⇔

⅛╠ ⇔√ ─√╘ ⁸∕─ ≤⇔≡⁸

⅛╠─ ─ ♩ⱬfiה ─

№∫√ 3 12 ─ ⅛╠ ⌐⅛↑≡⁸

SPEEDI≢│₈ ⅛╠ ₉ ┼─

⅜ ─ ↕╣≡™√

⅜⁸ ⌐│Γ Δ─₈ ⅛╠ ₉

≢ ⅜ ↕╣√↓≤╩ →≡™╕

∆ₒ ⁹x 

≢╙⁸╕∏⁸≥℮⇔≡ ─ ⅜ √─⅛⁸

⇔√ ה♃כ♦ ─ ⌂≥

⌐ ♃כ♦⁸⅛─√∫№⅜ ה

ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐ ⅜№∫√─⅛⌂≥╩⁸⅝∟

╪≤ ∆═⅝≢∆ ╩ ⌐⇔⌂

™√╘⌐╙ ⁹∕─ ≢⁸ ⌐│ ↕╣≡

™⌂™ │₈ ⅛╠ ₉┼

─ ⅜ ≡™√ ≤ ↓≤╩

ⅎ╣┌ pp.220- 222 ─

⁸↕∆⅜⌐Γ∕╣⌂╡⌐Δ │

№╢↓≤⅜ ⅛╡╕∆ ₈

☻Ⱨ₉▫♦כ─ ⅜↕╠⌐ ™ ⅜™™─

⅛╙⇔╣╕∑╪⅜ ⁹ 

₁─ ─ ה ⌂≥─ ⅜┌

╠┌╠⌐ ↕╣╢╟╡│⁸∕╣╠╩ ⇔√

SPEEDI ─ ⅜Γ ⅛╡╛∆™Δ≤ ™╕∆

─≢⁸ ╠⅛⌐⌂∫√ ╩ ⇔√ ≢

⅜ ⇔™⌂╠ ╩ ↕∑√ ≢ ⁸

ה ⅜ ─ ≈≤⇔≡

⌐ ≢⅝╢╟℮⌐⇔≡ ⇔™≤ ™╕∆⁹ 

 2015.8.2  

ⱪכꜟ◓   
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 ԍ זּ   
 

7.17 ⌐⁸₈ ─◗Ⱶ ↄ≢

₉≤─ ⇔ ⅜ ∫≡™╕⇔√⁹

─ ╩ ∫≡™╢ ה

●☻ ≢⁸ ꜠ⱬ

ꜟ⅜ ≢ ╙ ™ ─

20 ♩fi ─ 1.6 ♩fi ╩

─ 8000

⌐ ╘╢ 50 │ ⌂≥─

─ ╩ ┼ ⌂∫√≤─↓≤⁹ 

ה ⌂≥≢

⅜ ╘┌⁸ ﬞ ─ ꜠ⱬꜟ

│ ⌐⌂╢↓≤⅜ ↕╣╕

∆─≢⁸∕╣╙ ⇔≡₈ ₉─

╩ ∫√╙─≤ ╦╣╕∆⁹∆╢≤⁸ ≢╙⁸

⌐ ╩ ∑↨╢╩ ⌂ↄ

⌂╡⁸ ─Ώ ⌐ ─◗Ⱶ│ ↕⌂

™ΐ≤™℮ ─ ∞∫√≤ ™╕

∆⅜ ⌐ ∆╢─≢│⌂™≢⇔╞℮⅛⁹ 

 

─ ⌐∆╢√╘⁸ ─ ╩ ═╟

℮≤₈ ₉ ╩ √≤↓╤⁸

╟╡╙₈ ♯◐ ⅝ ₉⅜ ⌐⌂╡╕⇔√⁹

♥꜡ ה ─ ≢⇔╞℮

⅛⁸ ⌐⁸ ─ ⌂ ⌐ ╕╠∏⁸

│╙≤╟╡o ⁸x ╕≢

⅝ↄ₈ ♯◐₉⇔ₒ ⁸x ─ ≤

─ ╛₈ ₉─ ⅜

╖ ╣⌂ↄ⌂∫≡™╢↓≤⌐│⅔ ™⌂⇔≢⁸

╛ ─ ↕ⅎΓ ∆Δ ⌐│⁸

╒≤╒≤ ה╣ ⅝╕⇔√⁹ 

₈ ⇔₉╩ ↕╣√ ⅜Γ

╙ ⅎ∏⌐Δ ─ ☿fi♅ ╩

⌐₈ ♯◐₉⇔⁸ ⇔√ №╢™│

─ ╙₈ ╩ ⇔√─⅛₉╩

⅝∟╪≤ ה ⇔⌂™≤™℮⁸

≤ ╦╠⌂™ ה ─

ה ⌂₈ ⇔ ה ⌂⅛╣ ₉

─ כⱨꜘ╛ꜟ◓כ◓⁸│≢╣↓⁹∆≢╣╦

─ ≢ ⌂Ⱡ♇♩ ה ╛⁸

─ ה ╩ ╗ ≢╙⁸

ה ╩₈ ♯◐₉⇔⌂™≢ ⇔

√ ⁸♥꜡ ה ה

─Γ Δ≤↕╣╢─≢│⌂™≢⇔╞

℮⅛⁹ ╛ ─ ─╟℮ 
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⌂⁸ ⌂ ה

─ ה ╩ ⅛╠ ∆≤™℮ ⅜⁸

≢│ ⌐⅔™≡ ⌐ ╠

╣╢ ↕╣╢ ↓≤│⁸ ╙

╘√ ─₈ ⇔₉─ ≤ ╦∑≡⁸

⌂ ╩ ⅎ╕∆⁹ 

∟⌂╖⌐⁸₈ ₉≢│ ↕ⅎ₈

♯◐₉o ₓ↕╣≡™╕∆⅜⁸7.16 ⱴ☻◖

Ⱶ ₒ ⅜ ∆╢╟℮ ₓ≢

│ ⌂ ⅜ ↕╣≡⅔╡ ╩

⅜ √╠⁸ⱱכⱶⱭכ☺⅛╠ ≡≡

∆╢─≢⇔╞℮⅛⁹╕√ ⌐│ ♥꜡

╛ ─ ⅜⅛↑╠╣╢ ⁸

№╢™│ ─ ⅜Γ♦♃ꜝⱷה

√╡ Δ≢№╢↓≤│ ╠⅛≢∆⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↕╠⌐⁸ ─ ─

⌐⅔™≡╙⁸ ⌂ │

≤⌂∫≡™╢↓≤╩ ∆√╘Γ ⌂

ↄΔ ↕╣≡™╕∆⅜⁸ ⇔√ ╛

∕─ ⅜╕√╕√₈ ♯

◐₉─○fiⱤ꜠כ♪ pp.6- 43 72⁸6- 75 77⁸

7- 6 9 ≢№╢↓≤⌐ ⅝╕⇔√⁹⅔∕╠ↄ

─ ≢│⌂™≤ ╦╣╕∆─≢⁸

₈ ⌂ ₉≤™℮↓≤≢⇔╞℮⅛⁹≢

╙⁸ ─ ─ ≢№╣

┌⁸ ⌐№╢™│ ⌐∕─ ⇔↕⅜

ה ↕╣√╙─≢│⌂™≤ ╦╣⁸∕─╟

℮⌂ ה ╩ ⌐ ╩ ⌐

∆╢─│⅔⅛⇔™ ↕⌐ ↑╢ ─≢│⌂

™≢⇔╞℮⅛⁹⇔⅛╙⁸₈ ₉ ⌐

⇔≡™╢ ≤™℮╟╡╙⁸ ⅜ ↑╠

╣≡™╢ ₈ ₉ ─ p.9 - 6

╛⁸ ≢ ≢╙ ╡ ∑ ⌂

p.9- 14 17

≢∆╠₈ ♯◐₉⌐⇔≡™╢─⌐│⁸ ⌐

™√ ⅜ ⅜╡╕∑╪⁹ 

∕⇔≡⁸∕╣╠₈ ה™⇔⅛⅔╩₉◐♯

≤╙ ∂⌂™Γ ה Δ⌂ ה

ה ⌂≥─a ─ ♂fiⱦ ⅜e⁸

╩ ה ⇔≡™╢─

│⁸ ⌐ ╤⇔™ ≤ ╦⌂↑╣┌⌂╡

╕∑╪⁹ 

 

∆╣┌⁸ ╙⁸ ⱪꜟ◘כⱴ

ꜟ ⌐ ⌂₈ ♯◐₉╩ ╡ ⇔≡™

√↓≤│ ⌐ ⇔ↄ ₐ ╡ Ї225e ⁸

╕√⁸ ─ ≢╙ ↄ─

₈ ♯◐₉╩ ⌂∫≡™╕∆⁹ ™ ─

≢│Γ ⇔Δ│╕∞⌂↕╣≡™╕

∑╪⅜o 7.29 p.4 ⁸x

─ ⌂≥│₈ ♯◐₉↕╣≡⅔╡

p.23⁸ pp.6- 7⁸

p.22,24,26,27,38,40 ⁸

p.13,15⁸ p.6 ⁸ ╙ ─ⱨ

♩ⱬfiכ♃ꜟ▫ ≢ ⌐ ⌂  
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⌐ ה♃כ♦╢∆ ⅜

₈ ♯◐₉↕╣╢↓≤⅜

⌐ ↕╣╕∆⁹ 

│⁸ ─

⌐│₈ ╙ ╘√

⅜ ↕╣╢₉

≤ ⇔⁸ⱴ☻◖Ⱶ ─

╩ ⇔≡™╕∆

⅜⁸ ⌐│ ─

₈ ♯◐₉ ─ ⌐

≈™≡╙ ♂fiⱦ≤⌂╠∏

⌐ ⇔≡╙╠™√™≤

™╕∆⁹ 

 

⌐⁸ ─ ∞∫

√₈ ─ ₉⌐≈™≡

═╢≤⁸ ─

│₈ ה ─

≢ ∆╢ₐ ⁸e

─ ⌐ ∫≡

∆╢a ◖fi◒ꜞכ♩Ⱪ

꜡♇◒ ╛ea ◖fi◒ꜞכ♩

●ꜝ ₉e≤↕╣≡™╕∆⅜⁸

◖Ᵽꜟ♩ 60╛☻♩꜡fi♅

►ⱶ 90─ ─

│ ⅞╡⅞╡≢∆

ₒ 7.6

⁹x 

↕╠⌐₈ ₉⌐╟╣

┌o ⁸x◖Ᵽꜟ♩ 60─

⅜₈0.13

₉≢⁸∕╣╟╡⅛⌂╡

⌂™ ≢│ 10 ─

☿◦►ⱶ 137╙₈9.1×10

₉≢∆⁹ ╙

╙ ℮√╘ ⌐

│≢⅝╕∑╪⅜⁸

─ ⱨ▫ꜟ♃כⱬfi

♩ ─☿◦►ⱶ 137

₈2.6×10 ₉

╩ ⅎ≡™╢↓≤⌐

∆╢ ⅜№╡╕∆⁹↓─

↓≤│⁸ ≢╙⁸

╟╡ ™ ⅜

⌐ ™ ⌐ ╘

≡⌐↕╣╢ ⅜№╢

↓≤╩ ⇔╕∆ √∞⇔⁸

─ ─╟℮⌐ ─

™ ≢│⁸ ─╟℮

⌂ ☻Ɑכ☻ │

∞≤ ™╕∆⅜ ⁹ 
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≤⌂╢ ה ─ ─ ה

≤╙₈ ₉⌐ ™ ⌐ ⇔╕∆─

≢⁸ ─ ה √∟⌐ ╩ ↕⌂™╟

℮⌐∆╢√╘⁸↓╣ ─Γ ◗Ⱶ─ Δ

╩ ╘ ─ ⁸ ה

─ ─ ≢⁸ ◗Ⱶ ⅔╟┘ ╖

ה ꜠ⱬꜟ ─ ⌂

╩ ∟⌐ ∆═⅝≢∆⁹ 

 2015.8.9  

ⱪכꜟ◓   

 

【8.12 追記】 

Ѱ⅍☻˲  
 

 ╟℮╛ↄ ≤ ∫√≤↓╤⁸

ה ⱶ⌐₈כ♅ ⌐ ™

∆╢ ⌐ ╢  

₉⅜ ↕╣≡™╕⇔√⁹↓╣│⁸ ─

≢ ↕╣╢ ꜠ⱬꜟ ─℮

∟─ ╘≡ ™╙─ ♩꜠fi♅

╛ ™╙─ Ⱨ♇♩ ◖fi◒

♩כꜞ ╩ ≤⇔√₈ ─ ₉

╩ ⇔⁸ ⌐ ≢ ⌐ ∆╢≤

↕╣╢ №╢™│∕╣

─ ╩ ╗ ™╙─

ה ╙ √⌐

╗╟℮⌐∆╢√╘─╙─≢∆⁹ 

∕─ ≢⁸ ─ ─ │⁸

⌐ ∫≡ ∆╢ ꜠ⱬꜟ ≤ ⁸

ה ⌐╟╢ ╩ ⇔≡╙₈

₉⌐╦√∫≡ ⌂ ⅜ ↕╣⁸╕√₈

₉ ⌐ ⅜ ⇔≡╙ ⇔™

╩ ╓↕⌂™↓≤⅜ ╘╠╣≡™╕∆⅜⁸

₈a ≤e│ ╩™℮₉

⁸₈a ₑ≤│ ╩™℮₉

≤─ ⅜ ─Γ ∏⅛

⇔ ╙⌂ↄΔ ↕╣≡™√─⌐ ⅝╕⇔√ √

┬╪ ꜠ⱬꜟ ─ ≢│∆≢⌐∕℮

⌂∫≡™╢─≢⇔╞℮⅜ ⁹₈♂fiⱦ₉≢↕ⅎ

⌐ ╙ ≈ ⅝ ↑╢ ≤│

ⅎ╕∑╪⅜⁸₈ ₉≤™℮ ╩Γ ⌂╢

Δ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗ ─

─ ה ↕│⁸╕↕⌐₈♂fiⱦ₉

꜠ⱬꜟ≢∆⁹ │Ώ

≢⁸√⅛∞⅛ ─ ╩

⇔≡⅝√⌐ ⅞⌂™ΐ₈ⱥ♩₉─ ⌐ ⅎ╢╙─

≢│⌂ↄ⁸∕─ ה ╖ 8.11

⌂≥╙∫≡─╒⅛≢∆⁹ 

  

 

ặ′ԍ  
 

【７月】 

17 日（金） 脱原発仙台市民会議、松森焼却場

で仙台市経済局農業振興課から「放射能汚染

牧草・ホダ木の処理」の説明を求めた。 

18 日（土） 『大 MAGROCK VOL.∞』（主催 PEACE 

LAND）が、19 日（日）には第 8 回大間原発反

対現地集会（大間原発反対現地集会実行委員

会主催）が、大間原発に反対する地主の会・

所有地を会場に開催。全国各地から 500名参

加。 

21 日（火） 脱原発東北電力株主の会 10 名、

東北電力の「説明の場」で 42 名の課長等と討

論。会場、ハーネル仙台 2 階松島 A。 

 ⁸ ─

─ 60 ╩

≢ ⁹ⱨ▫ꜟ♃כ ⅝ⱬfi♩ ⌐≈

™≡ ⅜ ⁹ ⁸ ≢

™ ─ ╩ ∆╢√╘─ ╩ ∆

╢ ─ ╛⁸ ⌐ ⇔√ ─

╩ ╘√⁹ 

25 日( 土)  『さようなら原発 in いしのまき 

2015』、石巻中央公民館大ホールで音楽ライ

ブ・脱原発へのアピール・出店があり、「希望

の牧場・ふくしま」代表吉澤正巳さんの「福

島からの報告」の後、市内アピール行進。主

催「さようなら原発 in いしのまき」実行委員

会。135名参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核戦争を防止する宮城医師・歯科医師の会、

大槻憲四郎氏（東北大学名誉教授）「活断層

からみた東北の原発―指定廃棄物処分場候補

地にも触れてー」、宮城県保険医協会研修ル

ームで公開講演会。 

「被ばく70年ヒロシマ・ナガサキ原爆展in

しおがま」（塩釜地区被爆者の会）、塩釜マ

リンプラザ。～29日。 
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26 日（日） 日本基督教団東北教区・放射能問

題支援対策室いずみ「第 17 回甲状腺エコー検

査」（柴田町ホテル原田さくら）。検診医寺

澤政彦医師（てらさわ小児科）、47 人の子ど

もが受診。検査機器 GE社製 LOGIQe。 

28  61 ⁹

─ ⌐≈™≡

⅜ ⁹ 

29  ₈ ─ ⌐

∆╢ ₉ KKRⱱ♥ꜟ ⁹13 ⁹ 

31日（金） 脱原発仙台市民会議、仙台市長に

「低レベル放射性廃棄物の一般焼却場での焼

却処分に関する要望書」を提出し、「周辺住

民への説明と中止」を申し入れ。 

【８月】 

2 日（日） 第 1 回 11.23 シンポジウム実行委

員会、青葉区中央市民センター会議室。18 名

参加。 

4 日（火） 「女川原発２号機の安全性に関す

る検討会」に係る公開質問状（団体共同で提

出）に対する県の回答説明交渉、県議会第一

応接室。県議 3 名と市民 14 名が参加。 

 62 ⁹ ⌐

╟╢ ⌂≥─ ╩ ∆╢ │

2017 4 ╕≢⌐ ⇔⁸ │∆≢⌐

╖≤ ⅜ ⁹ │⁸

╩╟╡ ™ ⌐ ∆╢↓≤╩ ╘

√⁹ 

5  ₈ 134

₉ Ɽ꜠☻ 2 │⅞─

⁹2 ⁹ 

6  63 ⁹

ה ≢ 4 ─

╩ ╘⁸ 7ה6 ╩ ∆╢

╩ ⁹ ─ꜟⱩכ◔ ─

╛⁸ ⅜ ⇔√ ─ ─

ⅎ ⌂≥─ ⌐≈™≡ ⅜

⁹ 

8 日（土） 脱原発仙台市民会議「エネルギー

問題学習会」、桃井貴子さん（気候ネットワー

ク）が「石炭火力発電所増設の動き」と題し

て講演。仙台市市民活動サポートセンター４

階研修室。 

9 日（日） 放射能問題支援対策室いずみ「第

18 回甲状腺エコー検査」（白石市ふれあいプ

ラザ ２F ）。4、5 才以上～ 22 才以下の方

（2011年 3 月 11日の震災当時 18才以下の子

ども）検診定員 42 名。検診医：藤田操医師（福

島県ひらた中央病院医師）検査機器：GE社製 

LOGIQe。 

10  ⁸ ה ה ⌂

╠┘⌐ ה ה ה ה

⌐ 7 ─ ─ ⁹

2 ─₈ ⱳfiⱪ

╘ ₉─ ⌐⁸

≢ ⌐ ↕ 70 ─ ╩ ⇔

≤ ⁹╕√⁸ ⌐╟╢ 61 ─ ─

⌂⅛⌂⅛ ⇔⌂⅛∫√ ─ 1 ⁸2

ⱦfiכ♃ ─ 21 ─└┘ ╣

0.7 ⁸ ↕ 8 │⁸◄

ⱳ◐fi ╩ ∆╢ ⅜ ⇔⁸

61 ≡⅜ ╖≤ ⁹ 

11日（火） 女川原発問題住民運動宮城県連絡

センター、仙台市中央通り平和ビル前で「川

内原発再稼動」抗議・署名行動、各団体がリ

レートーク。テレビ局やマスコミも取材、署

名者や通行人からアンケート。 

 ⁸ ∞╒ה ─ ╩

ה ה ─ ≢24 ⌐ ∆╢≤

⁹ 

12 日（水） 株主の会、東北電力本社で議決権

行使書閲覧作業。4 名参加。 

13日（木） 脱原発仙台市民会議、葛岡焼却場

周辺5㌔圏内の空間放射線量を測定。20日まで。 

17日（月） 脱原発仙台市民会議、「汚染牧草・

ほだ木の焼却処理」について、仙台市経済局

農業振興課と交渉。住民への説明は「必要な

い」との高飛車な回答。 

19日（水） 復興支援みやぎ県民センター、仙

台市経済局農業振興課と、「汚染牧草・ほだ木

の焼却処理」について交渉。 

20  ₈ ─ ⌐

∆╢ ₉ KKRⱱ♥ꜟ ⁹11 ⁹ 

23 日（日） 第 2 回 11.23 シンポジウム実行委

員会、エルパーク仙台創作アトリエ。14 名参

加。 

24 日（月） 「汚染牧草・ほだ木」本格焼却開

始の日、松森焼却場の地元鶴が丘で、新婦人

泉支部主催の説明会。50 名を超える市民が集

まり、仙台市に対し、地元に事前説明の無い

こと、建設前の約束も反故にしていると、怒

りの声。 

25  ₈ 134

₉ KKRⱱ♥ꜟ ⁹2 ⁹ 

28 日（金） 宮城県保険医協会第 7 回公害環境

対策・会員学習会「20ｋｍ圏内からの避難―

福島第一原発過酷事故に遭って―」、渡辺瑞

也氏（医療法人創究会小高赤坂病院院長／理

事長）が講演。同協会研修ルームで 29 名参加。 

29 日（土） 「希望の牧場」の牛に会いに行こ

うバスツアー。主催「さようなら原発 in いし 
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のまき」実行委員会。28 名参加。 

脱原発全国弁護団会議が仙台市内で開催。

30 日まで。 

【９月】 

4 日（金） 日本共産党仙台市議団、『市民の理

解を得ていない「放射性物質に汚染された牧

草・ほだ木の焼却処理」の即時中止、焼却に

よらない管理を求める』声明を発表。 

6 日（日） NPO法人「きらきら発電・市民共同

発電所」、津波被災地の仙台市若林区井戸地区

で、小規模太陽光発電所（出力 50 ㌔㍗）の開

所式。約 30 人が参加。 

放射能問題支援対策室いずみ「第 19 回甲状

腺エコー検査」、大河原町放射能問題連絡協

議会主催（大河原町後援）で、大河原町「世

代交流いきいきプラザ」で開催。検診医西尾

正道先生（独立行政法人 国立病院機構 北海

道がんセンター名誉院長）、検診対象は大河

原町内に住いの 4,5 才以上 22 才以下の方（震

災当時 18 才以下の子ども）、定員 100名、検

査機器 GE社製 LOGIQe。 

8  ⁸ 9

≢⁸ ─ ⌐≈™≡

─●▬♪ꜝ▬fi ⌐╙ ╩ ⁹ 

9 日（水） 脱原発仙台市民会議、仙台市災害

対策課と「原発事故災害対策」について交渉。

花木市会議員が同席。若林区今泉焼却場近く

の六郷で、若林健康友の会主催による「汚染

牧草・ほだ木の焼却処理」説明会（友の会顧

問が水戸部秀利同市民会議代表）。3 町内会の

会長など 30 名が集まり、「燃やす理由は何

か？」「秋の稲刈り前に燃やされ、拡散が心配」

「自分の庭を提供するからモニタリングして

くれ」と切実な声。 

  ⁸ ≢⁸ ⌐

5000 ╩∆╢ ─ ∆╢

╩ ⁹ 

10日（木） 女性ネットみやぎ、一番町仙台フ

ォーラス前で街頭宣伝と「女川原発再稼働

STOP署名」行動。 

 ⁸ ה ה ⌂╠┘⌐

ה ה ה ה

⌐ 8 ─ ─ ⁹2

─₈ Ⱪ꜡כꜝ▬fi

₉ ⌐⁸ ⅔╟┘ כ◔

☺ ⌐ ─ ⅛⌂ fiꜛ☺כ꜡◄ ╩

⁸ ⌐ ≤ ⁹ 

11 日（金） 放射能問題支援対策室いずみ、お

話し会「放射能は今どうなってるの？」、大

河原町中央公民館第 2 会議室。話題提供者は、

地元大河原町、みんなの放射線測定室「てと

てと」で食品や土壌などの放射能計測をされ

ている北村保（きたむらたもつ）さんと、山

崎知行（やまさきともゆき）医師（和歌山県

上岩出診療所）のお二人。 

12日（土） 放射能問題支援対策室いずみ、「談

話室」で、山崎知行医師による「子どもの健

康に関する相談会in Sendai 」。山崎先生は

1986年のチェルノブイリ原発事故後、何度も

現地を訪問。 

長編ドキュメンタリー映画「シロウオ－原

発立地を断念させた町」上映会（主催「シロ

ウオ」上映宮城実行委員会）、せんだいメディ

アテーク7Fスタジオシアター。監督かさこ氏

が上映後トーク。午前の部70名、夜の部64名

参加。 

  放射能から子どもたちを守る栗原ネット

ワーク9月例会、栗原市市民活動支援センター。

①被災者への分断化攻撃と「被ばくの強要」

に抗して ②放射性廃棄物処理問題について

（いのちと健康問題を中心に）。  

13 日（日） 脱原発仙台市民会議等県内 15 団

体、県議選立候補者予定者に「女川原発や放

射能汚染問題に関する」アンケートを発送。 

17日（木） 新日本婦人の会宮城野支部、仙台

市での放射性廃棄物（8000㏃/ ㎏以下）の焼却

処分について、宮城野区中央市民センター第2

会議室で、市民主催の説明会。仙台市の担当

者から説明、および質疑応答。 

  30 ─ ⁸

─ ╩ ⁹ 
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In ְ̃    

https://twitter.com/miyagi_no_nuke  

http://twipla.jp/events/27716  

主催□みやぎ金曜デモの会（代表 西） 

e- mail:miyagi.no.nuke@gmail.com  

 

【７月】 

26 日（日） 第 142回「日曜デモ」は、14 時集

合、仙台の最高気温は 34 度、猛暑を厭わず、

錦町公園から 35 名の市民が参加。 

31 日（金） 第 143 回「金曜デモ」、錦町公園

から 55 名の市民が参加。日が暮れても蒸し暑

い中、川内原発再稼働反対！をアピール。 

【８月】 

14 日（金） 第 144 回「金曜デモ」、勾当台公

園憩いのゾーンから 50 名の市民が参加。川内

原発は悔しくも再稼働されましたが、必ず再

び民衆の力で止めるとアピール。 

21 日（金） 第 145 回「金曜デモ」、結構な雨

の中、勾当台公園野外音楽堂から 40 名の市民

が参加。 

28日（金） 第146回「金曜デモ」、錦町公園か

ら45名の市民＋犬１匹参加。めっきり涼しく

なった杜の都を川内原発直ちに止めろと訴え

て歩いた。 

【９月】 

4日（金） 第147回「金曜デモ」、錦町公園から

55名の市民＋犬１匹が参加。 

11日（金） 第148回「金曜デモ」、肴町公園か

ら40名の市民が参加。大雨の後の爽やかな秋

の空気の中、川内原発止めろ、女川原発再稼

働反対を訴えて歩いた。 

18日（金） 「脱原発みやぎ金曜デモ」、「戦争

法案強行採決反対」緊急集会のため中止。 

 

◆（塩釜地域）塩釜脱原発デモ・毎週金曜17時

半集合・下馬駅裏宮城民医連事業協前17時45分

デモ出発 

◆（旧古川地域）脱原発大崎demo金曜行動・毎

週金曜17時半集合・あさひ中央公園 

◆（仙台長町地域）第3水曜日脱原発ながまちア

クション：仙台・長町・蛸薬師境内集合後デモ

行進17時半 

 

 

 

 

ὑ∕ ыѝḹ  

Ҳ  
【７月】 

19 日（日） 「放射性廃棄物最終処分場建設に

断固反対する会」、加美町中新田バッハホール

で、緊急反対集会。約 1100名集結。吉岡斉九

州大教授と大槻東北大名誉教授、仙台弁護士

会の青木弁護士が講演。 

28  ⁸ ⅜ ─

⁹ 

【８月】 

5  ⁸ ≤ ╩

⁹ 

17 日（月） 「放射能から子どもたちを守る栗

原ネットワーク」と「指定廃棄物最終処分場

候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡

会」2 団体、佐藤勇栗原市長に「指定廃棄物

最終処分場候補地の白紙撤回（返上）を直ち

に行い、特措法（と基本方針）改正など問題

解決へ市民の先頭に立って奮闘されることを

要望いたします」を提出。 

18  ⁸ ≢⁸

╩ ↕∑ ⇔⁸10 ─1

⌐ ∆╢ ╩ ∆╢≤ ⁹ 

21  ⁸ ⌂⇔⌐

₈ ₉ ╩ ⇔⁸ ≤

⁹₈ ─ ₉┼─ ╩

╘√⅜⁸ │ ⁹ 

24  ⁸3

╩ ⁹ ₈ ₁₉ ∆╢↓≤─

╩ ╘√⁹ 

 猪股加美町長、記者会見で「あらゆる手で

調査阻止する」と強調。環境省に対し、詳細

調査を強行しないこと等の5項目の要請書を

提出することを公表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/miyagi_no_nuke
http://twipla.jp/events/27716
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 ̊ʣ ὕ ׄ ⁸ ϼ Ặ  

                                       指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める栗原市民団体連絡会 

                         放射能から子どもたちを守る栗原ネットワーク 

                          代表 鈴 木 健 三  栗原市栗駒文字葛峰37‐3 TEL・FAX 0228‐47‐2932 

 

私たちは、栗駒山麓ジオパーク構想の認定を佐藤市長と共に喜び、歓迎します。そして、このことと深山嶽に指定廃棄物最終処分場が建設され

ることは、全く両立しないと考えます。宮城県・村井知事がそれを承知でここを候補地の一つとして容認していること自体に、私たちは非常に怒

りを覚えます。栗原市深山嶽のみならず、3カ所とも「地すべりを抱える水源地・水系上流域で不適地」であること明らかであり、私たち、3カ所

の住民団体は、共同して、宮城県全体の運動とも連携し、3カ所の白紙撤回（返上）を求めています。 

そもそもこの詳細調査なるものは、安全かどうか、不適地かどうかを判断するものではなく、国が1カ所に絞り込み、処分場建設の基礎調査を

強行しようとするものです。詳細調査受け入れは、自滅行為、指定廃棄物最終処分場建設の受け入れなのです。ですから、同様の問題を抱えてい

る栃木県塩谷町、千葉県千葉市では、詳細調査を首長・住民市民とも認めていませんし、茨城・群馬県を含めどこも詳細調査などという住民無視

の方向へは向かって行っていません。 

また、詳細調査が強行されたとしても、その後、事態は決して問題解決の方向へは向かわないことも明白です。私たち、市民・住民は、建設差

し止めなど法的手段など次の方策を取り、あくまで抵抗し続けます。 

村井知事は「司法にでも」というなげやりともとれる冷淡な発言や「詳細調査を前提とした意見交換会」などという国のお先棒担ぎに精を出し

ているといわれても仕方ない態度を示しています。当の環境省でさえ、詳細調査を前提としない公開の意見交換会（栃木県）に出席し始めていま

す。強硬策を避け、事態の打開に向けた他県の情勢に逆行する知事の態度は許されるものではありません。 

栗原市はこれまで、市民が状況判断するための説明会や意見交換の場等、積極的な反対運動には取り組まずに来ました。「詳細調査で不適地を科

学的に証明されるから俺に任せておけ」という市長の路線は、説得力に欠けるものです。むしろ、環境省自前の有識者会議や議論不足な市町村長

会議の決定を盾にして、候補地となった場所への建設を妨げる材料を見出す可能性は乏しく、環境省主催のフォーラムでの説明や自治体からの質

問への回答をみても、深山嶽への建設決定への道筋を促すものでしかありません。また、仮に建設決定地から栗原市が除かれたとしても、「根本解

決を探らず地域エゴを押し通して詳細調査を強行させた」という非難は避けられないでしょう。 

さらに、事態は環境省だけの対応では打開できないことも明らかになって来ています。 

そもそも特措法は、放射性物質から人間と環境を守る法になっていない、悪法の最たるものです。汚染を拡大し、国民に被ばく強要する、被害

者同士を対立させる汚染者免罪法、場当たり・その場しのぎ法ともいうべきものです。国（政府）と国会（議員）の怠慢・責任放棄・国会機能不

全（無責任体制）から今日の混迷した事態になってしまっています。 

この欠陥だらけの特措法を廃止し、時々の経済や政治に左右されない100年以上通用する総合的で恒久的な放射能汚染防止法の法体系を整備さ

せること。それ以外の真の問題解決への道はありません。 

福島原発事故は、東電と政府の重大な過失がもたらした人災です。「放射能汚染物は東電・国に引き取らせること」これが発生者責任の大原則で

す。５県の放射性廃棄物を発生責任者である東電に引き取らせ、責任を持って保管し、処分する以外に解決の方向はありません。その負担（保管・

処分）に関しては汚染者である東電と政府が、福島県内（東電福島第一、第二とその周辺）の処分場予定地やその周辺の住民と協議を行って決定

すべきです。その場合、8000ベクレル以上だけでなく8000ベクレル以下も危険であり、汚染者＝加害者（東電）に政府の責任で引き取らせる道

筋を、法を整備してつけることが必要です。政府も加害者側の反省のもと、東電を守るのではなく、国民を守る立場に切り替えるべきです。 

私たちは、既に、佐藤市長に対し、８月１７日に５項目の要望書を提出しました。今回は、その中で、特措法の「改正」を「廃止」と訂正し、

再提出いたします。そして、市長の「俺に任せておけ」という路線を直ちに改め、国民主権の立場に立ち、住民・市民自治を尊重するオール市民・

住民の態勢で、オール栗原の先頭に立ち、国の政策転換、社会の変革に向かわれることを要望いたします。 

 

＜要望項目＞ 

⁸ ⁸ ≤ ⌐ ╩ ∟⌐⁸ ⁸ ⌐ ⇔ ╢↓≤⁹ 

⁸ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐ ⇔⁸ ╕≢√√⅛℮↓≤⁹ 

⁸ ┼─ ╩ ℮↓≤⁹ 

⁸ ≤ ─ ⌐ ≤ ─ ╩ ⅝⅛↑╢↓≤⁹ 

⁸ ≤ ─ ⌐ ⁸ ⅛╠ ≤ ╩ ╢ ╩

⅝⅛↑╢↓≤⁹ 
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28 日（金） 加美町田代岳、朝 8 時と午後 1 時

の 2 回、環境省職員と業者が出現。迎え撃つ

住民は朝が 250人、午後は 200人弱。候補地

入り口の町道を塞ぎ、猪股町長と「断固反対

をする会」の高橋会長が最前列に立ち、旗や

ノボリ、プラカードを持った住民がその後ろ

に控えるという布陣。「断固反対」「環境省は

帰れ」のシュプレヒコールの猛抗議に、環境

省は 20 分ほどねばった後、また来ると言い残

して退散。栗原市深山獄では住民約 30 人、大

和町下原では約 60 人の住民が抗議行動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 日（月） 加美町田代岳、午前 10 時と午後 1

時に、環境省職員と業者が再び出現。集まっ

た住民は 28 日より増えて、朝 350人、午後は

300 人弱。環境省は、この日も住民の激しい

抗議に為すすべなく撤収。栗原市深山獄では

住民約 60 人、大和町下原では約 50 人の住民

が抗議行動。28 日、31 日ともいずれも小雨の

降る中での攻防。 

【９月】 

2  ⁸ ≢⁸

╩ ⅎ√ ≤─ │⁸

≢─ ≤₈ ₉⅜ ≤ ═

√⁹ 

7  ⁸ ≢₈

₉╩ ╘√⁹ 

11 日（金） 「栗原ネットワーク」「栗原市民

団体連絡会」、候補地の白紙撤回（返上）と要

望項目の特措法（と基本方針）の「改正」を

「廃止」に修正した要望書を再度提出。栗原

市役所で佐藤勇栗原市長に直接申し入れ。 

11  ⁸₈H27 9 ה
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0 11 ╕≢─ │ 328 ⁹ 

17  ⁸ ⌐╟╢
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⁹╕√⁸8000 / ╩ ⅎ⌂⅜╠ ╩

↑≡™⌂™ 2700♩fi⌐≈™≡⁸
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